
 

議案第４８号 

 

 

ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例の一部を改正する条

例制定について 

 

 

ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定する。 
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-1-



ひたちなか市条例第  号 

 

 

ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例の一部を改正する条

例 

 

 

ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例（平成６年条例第９４号）の一部

を次のように改正する。 

 

第３６条の次に次の１条を加える。  

（食品等持続的供給法に係る事項の公表）  

第３６条の２ 市長は，食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者によ

る事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成３年法律第５９

号。次項及び第３項において「食品等持続的供給法」という。）第４２条第１項に

規定する指定飲食料品等（以下この項及び次項において「指定飲食料品等」とい

う。）が第４条に規定する取扱品目に含まれる場合には，当該指定飲食料品等を公

表するものとする。ただし，魚市場において取り扱う予定がない指定飲食料品等

については，この限りでない。 

２ 市長は，前項の規定により指定飲食料品等を公表する場合には，当該指定飲食

料品等に係る食品等持続的供給法第４２条第１項第１号に規定する指標を併せて

公表するものとする。 

３ 市長は，食品等持続的供給法第３６条各号に掲げる措置の内容を公表するもの

とする。 

 

 

付 則 

この条例は，令和８年４月１日から施行する。 
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ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例新旧対照表 

旧 新 備考 

（市長による卸売予定数量等の公表） 

第３６条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（代金決済の方法） 

第３７条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（市長による卸売予定数量等の公表） 

第３６条 略 

 

（食品等持続的供給法に係る事項の公表） 

第３６条の２ 市長は，食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者

による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成３年法

律第５９号。次項及び第３項において「食品等持続的供給法」という。）第

４２条第１項に規定する指定飲食料品等（以下この項及び次項において「指

定飲食料品等」という。）が第４条に規定する取扱品目に含まれる場合に

は，当該指定飲食料品等を公表するものとする。ただし，魚市場において取

り扱う予定がない指定飲食料品等については，この限りでない。 

２ 市長は，前項の規定により指定飲食料品等を公表する場合には，当該指定

飲食料品等に係る食品等持続的供給法第４２条第１項第１号に規定する指標

を併せて公表するものとする。 

３ 市長は，食品等持続的供給法第３６条各号に掲げる措置の内容を公表する

ものとする。 

 

（代金決済の方法） 

第３７条 略 

 

 

 

参考資料 
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